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本報告書は、既存住宅売買時の不動産に関する情報開示や伝達を円滑にする目的で
作成されています。

既存住宅アドバイザーの調査により「耐震性」「かし保険付保の可否」「フラット３
５利用の可否」等について、その後を引き継ぎ、最終的な判断をする建築士の
前さばきの役割を果たします。

なお、本報告書は宅地建物業法における建物状況調査（インスペクション）の報告書
ではありません。建物状況調査（インスペクション）は、既存住宅状況調査技術者で
ある建築士へご依頼ください。

既存住宅アドバイザー

不動産調査結果報告書

本報告書は首都圏既存住宅流通推進協議会の既存住宅アドバイザー制度に準

じて作成されています。

本調査は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでは

ありません。

報告書の記載内容について、調査時から時間経過による変化がないことを保証す

るものではありません。

本報告書を係争などの資料として利用することはご遠慮ください。

本調査は建築・不動産関係法令等への適合性を判定するものではありません。

・

・

・

・

・



はじめに

適切な住宅売買の判断材料をご提供いたします

　不動産の取引には様々な情報が複合的に関係してくるた

め、住宅購入を希望する消費者と不動産仲介事業者、売

主との情報格差が問題となっております。

　特に既存住宅は経年による劣化が懸念されるため、新築

住宅と違い、住宅の性能も重要な検討材料です。

　本調査は既存住宅の取引で最低限必要だと思われる判断

材料について、専門の講習を受講した既存住宅アドバイ

ザーが調査し、消費者へ情報開示することで、不動産取引

における情報格差を軽減することを目的としています。

既存住宅の安全な取引のために”瑕疵保険”の活用を

　住宅取引にまつわるトラブル解決のための資力確保を目

的とした”瑕疵保険”という制度があります。

　既存住宅の場合、1）構造耐力上主要な部分、2）雨水の

浸入を防止する部分に発生した瑕疵に対する最長5年の

保険制度です。万が一、引渡しを受けた建物の保険対象

部分に瑕疵が見つかった場合は、保険でその補修費用を

補うことができるので、関係者の資力に依存することなくトラ

ブルを解決することが可能になります。

　また、瑕疵保険を付保するためには、専門の建築士によ

る検査に合格する必要があり、言い換えれば、瑕疵保険を

かけることのできる物件は、一定の基準をクリアした安全な

建物と判断することができます。

　安全に既存住宅を取引するための判断材料として、検査

と保証が一体となった瑕疵保険制度をぜひご活用くださ

い。

既存住宅の安全な取引を実現するコーディネーター

　既存住宅を安心してお取り引きいただくための情報提供を実施する

には、従来の不動産業や建設業といった業界の枠組みを超えた総合

的な知識が必要になります。

　既存住宅アドバイザーは、既存住宅の取引に必要な知識の習得を

目的とした、首都圏既存住宅流通推進協議会による専門の講習を受

講し登録された者です（登録期限3年間）。

＜参考＞一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ

http://kashihoken.or.jp/
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不動産調査項目

 既存住宅アドバイザーは下記の内容について調査を実施し、情報提供を行います。

物件所在地 建築年度 工法

床面積
土地

書類
その他

現地調査
（瑕疵保険

フラット適合）

1 2 ３

４ ５ ６

物件所在地からは災害に強い

土地かどうかを判別する「ハ

ザードマップ」やその地域の住

宅政策（「立地適正化計画」「耐

震の補助制度」など）を確認す

ることができます。

建築基準法の変遷から建物性

能をおおまかに判断できます。

また、各種住宅取得支援制度

の要件に設定されていることが

多く、既存住宅の取引には重

要な判断材料です。

住宅の工法によって現況の建

物性能の確認方法が異なりま

す。また、建物の構造が特殊な

場合は建物性能が確認できな

いケースもあります。

既存住宅の取引では建ぺい率

や容積率を超えていないかの

確認が必要です。また、セット

バックや接道状況などはその物

件の資産価値に影響を及ぼし

ます。

設計図書や建築確認済証は新

築時の状況を記録している貴

重な資料です。また、告知書は

取引のトラブルを未然に防ぐた

めの情報になります。

建物が劣化しているかどうかは

既存住宅取引の重要な判断材

料です。また、フラット適合基準

を「おおよそ一般的な住宅が具

備すべき要件」と捉え、基準を

満たすかどうかの情報を提供い

たします。



物件所在地�������������・床面積
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　物件所在地からは災害に強い土地かどうかを判別する「ハザードマップ」やその地域の住宅政策（「立

地適正化計画」「耐震の補助制度」など）を確認することができます。

1
163-0638 東京都新宿区西新宿1-25-1

新宿センタービル38階

〒

わからない

わからない

内容　　　：

想定被害：

あり （ 居住誘導区域外 ）

（ ）

ハザードマップに関する注意事項

ハザードマップは土地の被災リスクを判断するために必要な情報です。国土交通省

のポータルサイトを参照するか、自治体の窓口に問い合わせをして情報を確認して

ください。

立地適正化計画に関する注意事項

立地適正化計画が推進されている地域です。本案件は居住誘導区域外なので将来的

に資産価値に影響が出る可能性があります。

物件所在地

ハザード

マップ

立地適正化

計画

床面積

80

床面積に関する注意事項

特に問題ありません。

m2 5000 m2専有部分 建物全体
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○ハザードマップ

　ハザードマップとは、自然災害による被害を予測

し、その被害範囲を地図化したものです。

　予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲お

よび被害程度、さらには避難経路、避難場所などの

情報が既存の地図上に図示されています。

　ハザードマップはその土地が自然災害に対してど

のくらいのリスクを秘めているかを判断する大切な情

報です。

参考資料

＜参考＞国土交通省　ハザードマップポータルサイト

http://disapotal.gsi.go.jp/

〇立地適正化計画

　立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商

業・公共交通等のさまざまな都市機能を誘導するこ

とで、市街地の空洞化を防止しようとするもので、都

市計画法に基づく「市町村マスタープラン」の一部と

して位置づけられます。

　都市計画区域が市街化区域と市街化調整区域に

分かれている場合には市街化区域、分かれていな

い場合にはその全体を対象としたうえで、その一部

に「居住誘導区域」が設けられます。それぞれの居

住誘導区域の中にはさらに「都市機能誘導区域」が

設定されます。主要な鉄道駅、既存の中心市街地

などを核にして都市機能を集め、その周りに居住エ

リアが配置されるイメージです。

　居住誘導区域の外側には「居住調整区域」が配置

されます。居住調整区域は市街化調整区域と同

参考資料

様にみなすことで居住の集積や新たな住宅地化を

防止し、将来的なインフラ投資を抑制しようとするも

のです。

　立地適正化計画によって居住誘導区域に指定さ

れなかったエリアでは、3戸以上の住宅建築や1,000

平方メートル以上の宅地開発など、一定規模以上

の行為を届出対象とすることで、住宅の集積が抑制

されます。居住誘導区域外でも個人宅の建て替え

や、所有する敷地への自宅新築などが制限される

わけではないため、用途地域の指定は維持されま

すが、周りの公共施設や医療・福祉施設が移転し、

商業施設が撤退することで、次第に暮らしにくくなる

ことが予想されるため、居住誘導区域外で土地や既

存住宅を購入する際には、将来的なことをしっかりと

考えなければなりません。

○床面積

参考資料

　フラット35や住宅ローン減税には床面積の要件が

定められています。

　マンションの場合、住宅ローン減税の床面積用件

は登記簿上の専有部分の床面積（内法面積）で判

断されますので注意が必要です。

国土交通省「立地適正化計画制度」

http://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/compactcity_network.html

一戸建て 70ｍ２以上

マンション 30ｍ２以上

フラット３５

50ｍ２以上

※マンションは

　内法面積で

　判断します

住宅ローン減税



建築年度�������������������������������・工法
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建築基準法の変遷から建物性能をおおまかに判断できます。また、各種住宅取得支援制度の要件に設

定されていることが多く、既存住宅の取引には重要な判断材料です。

2

建築年月の確認方法に関する注意事項

旧耐震の案件です。

建築年月

確認方法

建築確認書類等で確認

1976年5月 旧耐震

建築年月に関する注意事項

旧耐震基準です。

＜耐震性＞

旧耐震基準ですので、瑕疵保険の構造性能に関する検査基準を満たしません。瑕疵

保険を付保するには、建物の耐震診断を実施し現行の耐震基準を満たす建物かどう

か確認されていることが必要です。

＜瑕疵保険＞

旧耐震基準ですので、フラット適合基準における住宅の耐震性基準を満たすかどう

かについては適合証明技術者又は検査機関に確認してください。

＜フラット適合＞

工法
RC

はい

ピロティに関する注意事項

1階にピロティのある物件はフラット適合基準を満たさない可能性があります。適

合証明技術者又は検査機関に確認してください。

ピロティ

（ ）

施工業者名：
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　1981年6月1日（昭和56年）に建築基準法が改正さ

れ建築物の耐震性について大きな見直しがなされ

たことから、1981年6月1日以降の建築物を「新耐震

基準」、1981年5月31日以前の建築物を「旧耐震基

準」と区分するようになりました。

　特に「旧耐震基準」の建築物は現行法からすると

既存不適格住宅とされ、性能改善が必要な建物と

判断されます。

○建築年月の確認方法

　建築確認済書など公的な資料で建築年月が確認

できる場合は記載の建築年月で取り扱われます。

参考資料

　しかし登記簿による確認の場合は、昭和58年4月

以降が新耐震基準として取り扱われることとなるので

注意が必要です。

○新耐震・旧耐震

参考資料



書類・その他
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設計図書や建築確認済証は新築時の状況を記録している貴重な資料です。また、告知書は取引のトラ

ブルを未然に防ぐための情報になります。

5

設計図書
なし

なし

売主からの告知書に関する注意事項

売主告知書は既存住宅の取引においてトラブルを避けるための重要な情報です。早

期に売主から書類を提出してもらうようにしましょう。

売主からの

告知書

設計図書に関する注意事項

既存住宅売買瑕疵保険の手続きやフラット適合証明書の発行手続きで設計図書の確

認が求められる場合があります。設計図書がない場合はこれらの制度が利用できな

配置図/平面図/立面図/図書詳細

検査済証 あり

いいえ

重要事項説明書に関する注意事項

重要事項説明書は購入の判断材料となる資料です。なるべく早期に内容を確認する

ようにしましょう。

重要事項説明書

の事前確認

個人

売主に関する注意事項

売主が個人なので既存住宅売買瑕疵保険は【個人間売買タイプ】となります。瑕疵

保険の申し込みは検査会社が行います。

売主

確認できない

長期修繕計画に関する注意事項

既存住宅売買瑕疵保険の手続きやフラット35適合判定のために長期修繕計画の確認

が必要です。確認ができないとこれらの制度が利用できない可能性があります。

また、計画期間が20年未満（平成6年以降は15年未満）の場合、フラット35適合基

準を満たしません。

長期修繕計画

計画期間： 35 年間

確認できない

管理規約に関する注意事項

フラット適合判定のために管理規約の確認が必要です。確認ができない場合、フ

ラット35適合証明書が発行できない可能性があります。

管理規約

（ 入手可能 入手時期： 2017年5月20日 頃　）入手可能か？：
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○重要事項説明書

　宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が

取引当事者に対して契約上重要な事項を説明する

ことを重要事項説明といいます。

　また、その際に、説明の内容を記載して当事者に

交付する書面を、重要事項説明書（通称、35条書

面）といいます。

　重要事項説明書は、大きく分けて、1）取引対象不

動産の権利関係、2）取引対象不動産に係る法令上

の制限、3）取引対象不動産の状態やその見込み、

4）契約の条件、に関する事項とされています。

参考資料

　重要事項説明書は、不動産の特性や取引の形態

に起因して取引当事者に不利益が発生することを

防ぐための仕組みで、契約時だけでなく、購入の判

断材料として事前に確認することを推奨いたしま

す。

○売主からの告知書

参考資料

　告知書は売り手と買い手の情報格差を埋めるため

に重要な資料です。本協会で推奨している告知書

は、建物の劣化や罹災情報だけでなく、敷地の利

用に関する項目、権利・法令に関する項目、心理的

要因に関する項目などが網羅されています。

　既存住宅購入にまつわるトラブルを避けるため

にも、購入の判断材料として告知書の活用を推奨

いたします。



現地調査
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建物が劣化しているかどうかは既存住宅取引の重要な判断材料です。

6
あり

雨もれに関する注意事項

天井・かべに雨もれ跡が確認されました。瑕疵保険検査基準を満たさない可能性が

あります。建物インスペクション時に建築士による詳細な調査が必要になります。

雨もれ

天井：

ありかべ：

浴室の手すり

なし

浴室手すりに関する注意事項

浴室に手すりが確認されませんでした。フラット35S基準（中古タイプ）を満たす

ためには手すりの設置が必要です。
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参考資料

○フラット適合基準

住宅金融支援機構「【フラット35】 中古住宅適合証明手続きガイド」より

技術基準の概要

接道 原則として一般の道に2m以上の接道

住宅の
床面積

床面積は70㎡以上
※車庫、共用部分、非住宅部分（店舗、事務所等）を除きます。

併用住宅
の床面積

店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の1/2以上

住宅の
規格

原則として、2以上の居住室（家具等で仕切れる場合でも可）、キッチン、
トイレおよび浴室（浴槽を設置したもの）の設置

住宅の
構造

次の①、②または③のいずれかであること

①耐火構造の住宅

②準耐火構造の住宅（省令準耐火構造を含む）

③耐久性基準に適合する住宅（一戸建てまたは連続建てのみ）
※耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
　詳しくはフラット35サイト（http://www.flat35.com/tetsuduki/cyuko/tech.hmtl）をご覧ください。

劣化
状況

基礎およびその仕上げ材に著しいひび割れまたは欠損がないこと
外壁、柱、梁およびそれらの仕上げ材に著しいひび割れまたは欠損
等がないこと
ルーフバルコニーの防水層に破断がないこと
排水設備（浄化槽）に著しい損傷がないこと
上記部位について腐朽等、蟻害、鉄筋の露出がないこと

壁、柱、居室の床が6/1000以上傾斜していないこと（鉄筋コンク
リート造等の部分を除く）
土台、床組に著しい割れ等がないこと
小屋組に雨漏り等の跡がないこと、小屋組の接合部に著しい割れお
よび鉄骨部分に著しい腐食がないこと
給水設備に漏水、赤水、水量不足がないこと
排水設備に漏水、排水時に水の滞留がないこと
機械換気設備に作動不良がないこと
上位部位について腐朽等、蟻害、鉄筋の露出がないこと

耐震性

次の①、②または③のいずれかであること

①昭和56年6月1日以降に確認済証が交付された住宅

②表示登記における新築時期が昭和58年4月1日以降である住宅

③機構の定める耐震評価基準に適合する住宅
※機構の定める耐震評価基準とは、建物の形、壁の配置等に関する基準です。
　詳しくはフラット35サイト（http://www.flat35.com/tetsuduki/cyuko/tech.hmtl）をご覧ください。

①省エネルギー性＜開口部断熱＞
②省エネルギー性＜外壁等断熱＞
③バリアフリー性＜段差解消＞
④バリアフリー性＜手すり設置＞

フラット35S
中古タイプ

屋
外

屋
内

・
・

・
・
・

・

・
・

・
・
・
・



最後に

既存住宅の取引には必要なプロセスがあります

安心して既存住宅を取引するためには、必要な情報を取得

して適切に判断することが求められます。情報が不足してし

まうと誤った判断の原因となり、結果として不動産取引のトラ

ブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

　下記は既存住宅流通のおおまかなプロセスです。特に重

要なのは建築士による建物インスペクションです。建築士に

よる建物インスペクションでは、現況の性能の判断だけで

なく、改修にかかるコストも明らかなになります。

　建築士による建物インスペクションは有償で、建物の工法

や構造により手続きが異なりますので、まずは既存住宅アド

バイザーによる不動産調査で情報を整理し、最終的な判断

として建築士による建物インスペクションを活用するのが良

いでしょう。

11ページ（全12ページ）
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既存住宅売買時に建物インスペクションで確認するべき調査事項

既存住宅売買時に確認するべき事項は下記になります。

劣化診断
フラット
適合1 2

（一社）住宅瑕疵担保責任保険協

会が定める既存住宅売買瑕疵保険

の検査基準に準拠して、特定劣化

事象に関する劣化診断を実施し、

建物の劣化状況を判断します。雨

もれやひび割れ、建物の傾きなどを

調査します。

（独）住宅金融支援機構が定めるフ

ラット適合基準を満たすかどうかを

判断いたします。フラット35を利用し

たい場合は必須の調査ですが、当

会では一般的な住宅が満たすべき

性能や条件の指標として利用して

います。

建物インスペクションは既存住宅状況調査技術者へ依頼しましょう

　既存住宅状況調査技術者が改正宅建業法における建物

状況調査（インスペクション）を実施することになります。

　既存住宅状況調査技術者講習制度は、一定の要件を満

たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既

存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実

施する制度です。講習受講後の考査試験に合格した建築

士が既存住宅状況調査技術者として登録され、登録された

既存住宅状況調査技術者はホームページで検索すること

ができます。

　一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に登録された

既存住宅状況調査技術者が建物インスペクションを行って

いると、既存住宅売買瑕疵保険の手続きが一部省略される

など、スムーズに瑕疵保険の手続きを進めることができま

す。

　建物インスペクションを依頼する建築士を検討する際は、

既存住宅状況調査技術者であるかどうかを確認しましょう。

～既存住宅状況調査技術者サイト～
http://www.kashihoken.or.jp/inspection/
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